
（平成２３年３月30日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 5 件

年金記録確認岐阜地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岐阜国民年金 事案 916 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年４月から 58年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 58年４月まで 

    夫が夫婦の国民年金の加入手続をして保険料を納付した。昭和 57 年頃市

役所から督促があり相談したところ、免除申請を勧められ手続をした。その

後夫から、「年金はちゃんとしてあり、追納もしてあるから大丈夫だ。」と聞

いた。申立期間のみ申請免除となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 13 か月と比較的短期間であり、申立人は、申立期間を除く国民

年金加入期間について、未納期間は無い上、申請免除期間についても追納がみ

られるなど、申立人の夫の納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立期間後の昭和 58 年度の国民年金保険料は平成５年度に追納され

ていることが確認できることから、申立期間の国民年金保険料についても、同

様に追納したものと考えても不自然ではない。 

さらに、申立人の夫が追納をしたと考えられる平成４年から５年当時、申立

人夫婦は広告代理店を経営し、申立人の経済状況は保険料を追納するのに問題

は無い上、申立人の住所や生活状況に変化は無いことから、申立期間の 13 か

月のみ申請免除とされているのは不自然である。 

加えて、申立期間のうち、昭和 58 年４月については、申立人の夫は現年度

納付していることから、申立人の国民年金保険料についても、同様に現年度納

付した可能性も考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



岐阜国民年金 事案 917 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46年１月及び 48年６月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年１月 

         ② 昭和 48年６月 

         ③ 昭和 49年 10月から 54年６月まで 

    申立期間①、②については、自分で加入手続して保険料を納付していたは

ずなので、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

    申立期間③については、昭和 49年 10月に結婚し、自営業をしていた。国

民年金は町内の婦人会の会計又は町内班長による集金で義母が家族４人分

の保険料をまとめて納付していた。私だけ未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、１か月と短期間である。 

また、申立期間①については、申立期間前後の国民年金保険料は納付済みで

あり、申立人の仕事や住所に変更は無く、生活環境に大きな変化は認められな

いことから、申立期間の国民年金保険料のみが未納とされているのは不自然で

ある。 

さらに、申立期間②については、翌月の昭和 48 年７月にＡ市からＢ市へ転

居し、厚生年金保険に加入していることから、生活環境の変化が認められるも

のの、転居先のＢ市でも引き続き国民年金に加入し、申立期間後の保険料を納

付している（その後、厚生年金保険との重複加入により保険料が還付済み）こ

とから、申立期間の保険料も納付したと考えても不自然ではない上、Ｃ市の国

民年金被保険者名簿では申立期間②は納付済みと記録されている。 

しかし、申立期間③については、特殊台帳により結婚後の昭和 55 年９月に

国民年金の再加入手続がされていることが確認できることから、当時は国民年

金の未加入期間であり、Ｃ市による保険料の徴収は行われなかったものと考え

られる上、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 



また、申立人は、申立期間③直後の昭和 54年７月から 55年３月までの保険

料を、再加入後の 56 年８月に過年度納付しており、この時点では、申立期間

③は時効により納付できない。 

さらに、申立人の義母が、申立人の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間③の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和46年１月及び48年６月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

    



岐阜国民年金 事案 918 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年１月から同年３月まで 

    会社を退職後、父親から、国民年金に加入するように言われ、父親が、Ａ

市役所Ｂ連絡所で国民年金の加入手続を行った。その時、父親に厚生年金保

険被保険者証を手渡したことを覚えている。保険料納付は父親が行っていた

が、申立期間の保険料は同連絡所で納付し、その後は、婦人会の集金などで、

まとめて納付していたと思う。申立期間が未納となっていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金への加入手続及び保険料納付は、申立人の父親が行って

いたと述べているところ、その父親は既に死亡しているため、手続及び納付の

詳細は不明であるが、加入当初に、その父親に以前勤めていた事業所の厚生年

金保険被保険者証を手渡したことを記憶している上、特殊台帳によると、申立

人の手帳交付日は、昭和 49年４月 10日となっていることからも、申立人の父

親がこの頃に申立人の加入手続を行ったものと推認できる。 

   また、申立期間は３か月と短期間であるとともに、申立人の国民年金加入期

間には未納が無く、その大部分を前納していることから、申立人の父親は納付

意識が高かったもの考えられる上、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた時点では、Ａ市において国民年金保険料の収納が可能であったことから、

その父親が申立期間の３か月のみ納付しないとは考え難い。 

さらに、申立期間当時、Ａ市役所Ｂ連絡所内にＣ社Ｄ支店（現在は、Ｅ社Ｆ

支店）が併設されており、同支店において国民年金保険料の納付が可能であっ

たことが確認できた。 

加えて、申立期間当時同居していた申立人の実弟からは、「父親は、姉が会

社を退職した後に国民年金の加入手続をし、姉の保険料を納付していた記憶が

ある。」との証言が得られた。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。    



岐阜国民年金 事案 919 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年４月から 58年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 58年３月まで 

    夫（申立人）が夫婦の国民年金の加入手続をして保険料を納付した。昭和

57 年頃市役所から督促があり相談したところ、免除申請を勧められ手続を

した。生前、夫から、「年金はちゃんとしてあり、追納もしてあるから大丈

夫だ。」と聞いた。申立期間のみ申請免除となっていることは納得できない。 

   （注） 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除く国民年金加

入期間について未納期間は無い上、申請免除期間についても追納がみられるな

ど、申立人の納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立期間後の昭和 58 年度の国民年金保険料は平成５年度に追納され

ていることが確認できることから、申立期間の国民年金保険料についても、同

様に追納したものと考えても不自然ではない。 

さらに、申立人が追納をしたと考えられる平成４年から５年当時、申立人夫

婦は広告代理店を経営し、申立人の経済状況は保険料を追納するのに問題は無

い上、申立人の住所や生活状況に変化は無いことから、申立期間の 12 か月の

み申請免除とされているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



岐阜国民年金 事案 920（事案 465及び 739 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年 12 月から 50 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 昭和 42年 12月から 50年９月まで 

20 歳ぐらいの時に国民年金の加入の知らせが届いたので、自分で加入手

続をして現金を持って支払に行った。その後は市役所からだと思うが振込用

紙が届いたので、金融機関で支払ったはずであるという申立内容で、これま

で、２回申立てをしたが、いずれも申立期間の記録訂正については認められ

なかった。今回、証言者が新たな状況を思い出したので、申立期間の保険料

が納付されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和

51 年１月頃に払い出されており、その時点では、申立期間の大部分は特例納

付によるほかは、時効により国民年金保険料が納付できない期間であり、別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない上、申立人の主張は、国民年金の加入手続を行った場所が社会保険事務

所（当時）から市役所支所へと変遷したり、国民年金保険料の納付方法も金融

機関での納付から印紙検認による納付へと変遷するなど、申立内容が不明確で

あるとして、既に当委員会の決定に基づく年金記録の訂正は必要でないとする

通知（平成 21年３月５日付け）が行われている。 

また、申立人は、上記の当委員会の通知を受けた後、申立期間当時の状況を

新たに思い出したとして当委員会に再申立てを行ったが、当初の決定を変更す

べき新たな事情が見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく年金記録

の訂正は必要でないとする通知（平成 22年３月 11日付け）が行われている。 

今回、申立人は、申立人の弟から申立期間当時の新たな証言を得たとしてい

るが、その証言からは申立期間の保険料を納付していたことが推認できず、ま

た、申立内容はその都度変遷するなど不自然であり、申立人の主張のみでほか

に当該期間の保険料を納付していたことを裏付けるものは見当たらず、そのほ

かに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情が見当たらないことから、申

立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな



い。 

 



岐阜国民年金 事案 921 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10 年 10 月から 11 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 53年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 10月から 11年３月まで 

    平成 10 年 11 月か 12 月の金曜日の仕事中に、Ａ市役所から勤務先に未納

の国民年金保険料を支払うよう電話があったので、翌週の月曜日にＢ金庫で

お金を下ろし、申立期間の保険料（納期限を過ぎた保険料とその年度末まで

の保険料を合わせて）約８万円を市役所窓口で支払った。その際、延滞金と

して 10 円も一緒に支払った記憶がある。申立期間が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の保険料を、納付した当日にＢ金庫の申立人名義の口座

から引き出して工面したと主張しているが、申立人の所持する当該口座の預金

通帳からは、申立人の主張する時期に、申立期間の保険料相当額の出金記録が

見当たらない。 

また、申立人は、平成 10 年の年末調整の際に、納付した国民年金保険料の

金額をＡ市役所に電話で確認の上、申告したと主張しているが、申立人が提出

した給与所得の源泉徴収票（平成 10 年分）の社会保険料等の金額欄には、納

付済みとなっている同年４月から同年９月までの保険料額に相当する金額が

申告されていることが確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料を納付する際に、延滞金として窓口で

10 円支払ったとしているが、国民年金保険料を納付する場合、延滞金は発生

しない（ただし、追納の際加算額が発生する場合はある。）ことから、申立人

の主張は不合理である。 

加えて、申立人は、国民健康保険の記憶は余り無く、Ａ市役所からの電話は

間違いなく国民年金だったと主張しているが、申立人の国民健康保険の納付状

況を同市役所へ確認したところ、平成８年度及び 12 年度の国民健康保険料が

納付期限後に納付されており、延滞金として 10 円納付済みであることが確認

できた。 

その上、申立期間の保険料の納付を裏付ける関係人の証言も得られない上、



申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



岐阜国民年金 事案 922 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年９月から平成５年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年９月から平成５年２月まで 

昭和 60 年９月頃に、国民健康保険と同時に国民年金に加入した。申立期

間が未加入、未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無い上、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付について

の記憶も明確でなく、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、昭和 60 年９月頃、Ａ市Ｂ区役所で国民健康保険の加入手

続を行った際、一緒に国民年金の加入手続を行ったはずとしているところ、オ

ンライン記録では、基礎年金番号（厚生年金手帳記号番号と同じ）が付番され

ているのみで、国民年金手帳記号番号が払い出された記録は確認できないこと

から、申立期間は国民年金の未加入期間で国民年金保険料が納付できない期間

であり、この当時申立人に対して国民年金保険料の徴収は無かったものと考え

られる。 

さらに、申立人以外の関係人から証言が得られず、申立期間において別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

    



岐阜国民年金 事案 923 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年５月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年５月から 61年３月まで 

    昭和 56 年５月に国民年金をやめる手続をしておらず、継続して保険料を

納めたはずである。申立期間が未加入となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間が 59 か月と長期間である上、申立人が申立人の国民年金保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人の

協力が得られないため、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等が不明で

ある。 

   また、オンライン記録のほか、Ａ市の国民年金被保険者名簿によれば、昭和

56年５月 28日資格喪失、61年４月１日資格取得となっており、申立期間は国

民年金の未加入期間であったと推認でき、Ａ市から申立人に対して国民年金保

険料の徴収は無かったものと考えられる。 

さらに、申立人は、これまでに１冊の年金手帳以外に交付を受けたことが無

いと述べており、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人の国民年金保険料納付状況について関係人の証言も得られな

いことなど、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

    



岐阜国民年金 事案 924 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年３月から 43年４月までの国民年金保険料については、 

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月から 43年４月まで 

    Ａ社を退職した昭和 38 年３月頃に、義母が国民年金の加入手続をしてく

れ、義母が義母自身と私たち夫婦、合わせて３人分の国民年金保険料を納付

してくれていたはずであり、申立期間が未加入期間とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の義母が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人の国民年金の加入手続及び国民

年金保険料の納付を行ったとするその義母は既に亡くなっていることから、当

時の状況を聴取することができないほか、申立人の妻に聴取しても、申立期間

当時の記憶が曖昧であり、国民年金の加入状況及び国民年金保険料の納付状況

等が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、Ｂ社会保険事務所（当時）で平成

６年 12 月頃に払い出されており、申立期間に別の国民年金手帳記号番号が払

い出されていた形跡も見当たらないことから、申立期間は未加入期間で国民年

金保険料を納付することができない期間であり、申立期間当時、申立人に対し

て国民年金保険料の徴収は無かったものと考えられる。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

    

 


